
入 札 説 明 書 

 
１ 件名 蒲郡市立小学校（２校）プリンタ複合機賃貸借契約 

  入札番号１ 

蒲郡市立蒲郡南部小学校プリンタ複合機賃貸借契約  

※詳細は別紙 仕様書１、２のとおり 

 

  入札番号２ 

  蒲郡市立形原小学校プリンタ複合機賃貸借契約  

※詳細は別紙 仕様書１，２のとおり 

   

２ 納入期間 

  令和８年８月１日から令和１３年７月３１日まで 

 

３ 納入場所 

  蒲郡市立蒲郡南部小学校、蒲郡市立形原小学校  

  ※詳細は別紙 仕様書１、２のとおり 

     

４ 入札に参加できる者の資格要件 

次に掲げる要件をすべて満たす法人または個人に限り入札に参加することができ

る。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条

の４第１項に掲げられた者でないこと。 

⑵ 過去２年間において、令第１６７条の４第２項各号の規定に該当したことがない

者であること。 

⑶ 東三河地域内において、法人にあっては本店、支店または営業所を有し、個人に

あっては事業を営んでいること。 

⑷ 入札公告の日から落札決定までの間、蒲郡市から指名停止措置を受けていないこ

と。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３

条及び第４条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと。 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始

の申立てがなされていない者または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２

１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

⑺ 蒲郡市に対し納税義務がある者にあっては、市税等を滞納している者でないこ

と。 

⑻ 令和８・９年度蒲郡市入札参加資格者名簿に登録されており、業務「役務の提供

等」において営業種目として「リース・レンタル」を取り扱っていること。 

 

５ 参加申込提出書類 

  入札参加申込書：蒲郡市役所新館６階 教育委員会教育政策課に競争入札参加申

込書をファクス、E メールまたは持参により提出する。 



  また、ファクスまたは E メール送信後、確認のために教育委員会教育政策課へ電

話連絡すること。持参の場合は事前に教育委員会教育政策課へ電話連絡すること。

ただし、上記の受付期間内必着とする。 

 

６ 参加申込期間 

  令和８年６月２３日（火）から令和８年６月２９日（月）午後４時３０分まで 

 

７ 入札参加資格の決定 

   入札参加申込書を提出した者で、入札参加資格が無い者には令和８年６月２９日 

(月)午後５時までに電話で連絡する。 

 

８ 入札及び開札の日時・場所 

(1)日時  令和８年６月３０日（火） 午前１１時００分 

    （受付：入札時刻の１０分前から開始。） 

(2)場所  蒲郡市役所 新館６階 第三委員会室 

 

９ 入札注意事項 

⑴  入札は、指定の入札書（第４号様式）を使用すること。 

⑵  入札者は、開札に立ち会わなければならない。代表者が当日入札に参加できな

い場合、必ず委任状（第５号様式）を提出すること。 

⑶  参加申込後、入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出するものとする。 

⑷  落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑸ 入札金額はアラビア数字（算用数字）を使用し、金額の頭に￥マークを付け、円未

満の端数は記入しないこと。 

⑹ 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 入札参加者の資格を有しない者のした入札 

イ 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札 

ウ 入札に際して不正行為があった入札 

エ 同一事項の入札に対し、２以上の意志表示をした入札 

オ 他人の代理を兼ねまたは２以上の代理をした者の入札 

カ 入札書に記名及び押印のない入札 

キ 委任状を持参しない代理人のした入札 

ク 金額に￥字または金字が冠されていない入札 

ケ 入札書の記載事項が確認できない入札 

コ 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

サ 入札参加申込書を提出していない者のした入札 

シ 郵送による入札 

ス 虚偽の事実を記載した者のした入札 

セ 担当職員の指示に従わなかった者の入札 



ソ その他市長があらかじめ指示した事項に違反した入札 

⑺  入札は、１者（社）の場合でも実施する。 

⑻  再入札は、２回まで実施するので、１回の入札につき入札書は３枚あらかじめ用

意すること。 

 

10 入札保証金 

  免除 

 

11 契約保証金 

  免除 

 

12 契約書作成の要否 

  要 

 

13 落札者の決定 

（1） 入札価格が市の定めた予定価格の制限の範囲内において、最低のものを落札者 

とする。 

(2)  落札者となる同価格の入札をした者が２者以上あるときは、当該入札者にくじ

を引かせて落札者を決定する。 

(3) 市の定めた予定価格の制限の範囲内での入札がないときは、直ちに再度の入札

を行う。入札は、３回まで行い再々度の入札でも落札者が決定しないときは、最

低の価格で入札したものと随意契約の交渉を行うものとする。 

 

14 その他 

(1) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はでき

ない。 

(2) 事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延

期する場合がある。 

(3) 担当部局は下記のとおりとする。 

    住所  〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町 17 番１号   

    部署  蒲郡市役所新館６階 蒲郡市教育委員会教育政策課  

    連絡先 電話 0533-66-1166 FAX 0533-66-1184 

        E-mail shomu@city.gamagori.lg.jp 
 


